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桶川市学校給食費第３子以降無償化事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、保護者等の経済的負担の軽減を図るため、桶川市学

校給食費条例施行規則（令和２年桶川市教育委員会規則第６号。以下

「規則」という。）第１１条第１項第２号に規定する教育長が特に必要

と認めるときに該当するものとして、市立学校における多子世帯の第３

子以降の児童生徒の学校給食費を免除する桶川市学校給食費第３子以降

無償化事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1) 学校給食費  桶川市学校給食費条例（令和２年桶川市条例第１５号。

以下「条例」という。）第２条第２号に規定する学校給食費をいう。  

(2) 市立学校  桶川市立小学校設置及び管理条例（昭和４２年桶川市条

例第１６号）に規定する小学校及び桶川市立中学校設置及び管理条例

（昭和４０年桶川市条例第４号）に規定する中学校をいう。  

(3) 多子世帯  １５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る子（以下単に「子」という。）が３人以上いる世帯で、年長の子か

ら出生の早い順に数えて３番目以降の子に、児童生徒を１人以上含む

世帯をいう。  

(4) 児童生徒  市内に住所を有する者であって、市立学校に在籍するも

のをいう。  

(5) 保護者等  条例第２条第３号に規定する保護者等をいう。  

（免除対象児童生徒）  

第３条  学校給食費の免除（以下単に「免除」という。）の対象となる児

童生徒（以下「免除対象児童生徒」という。）は、保護者等と同一の多

子世帯に属する子のうち、年長の子から出生の早い順に数えて３番目以
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降の児童生徒とする。  

（免除対象者）  

第４条  免除を受けることができる者（以下「免除対象者」という。）は、

次の各号の全てに該当する保護者等とする。  

(1) 多子世帯で、免除対象児童生徒を養育していること。  

(2) 多子世帯に属する全ての子と生計を同じくしていること。  

(3) 国又は地方公共団体から学校給食費に係る扶助を受けていないこと。  

(4) 学校給食費に未納がないこと。  

（免除期間）  

第５条  免除の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。  

(1) 年度の４月１日時点において免除対象児童生徒に該当している児童

生徒  当該年度の４月分から翌年３月分まで  

(2) 前号に規定する日以外の日に免除対象児童生徒に該当した児童生徒  

 同日以後に学校給食の提供を開始した日から翌年３月分まで  

２  前項の規定にかかわらず、年度毎に教育長が定める日までに次条の規

定による申請がなされなかったときは、当該申請があった日以後に学校

給食の提供をした日から翌年３月分までを免除の期間とする。  

（免除申請）  

第６条  保護者等は、この要綱に基づく免除を受けようとするときは、桶

川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除申請書（様式第１号）

を教育長に提出しなければならない。  

（免除決定等）  

第７条  教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、免除の適否を決定したときは、桶川市学校給食費第３子以降無償

化事業に関する免除決定通知書（様式第２号）により、当該申請をした

者に通知するものとする。この場合において、当該申請の内容を確認す
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る必要があるときは、当該申請をした者に対し、資料の提示等を求める

ことができる。  

（状況の変更等）  

第８条  前条前段の規定により免除の決定を受けた者は、多子世帯等の状

況に変更が生じたときは、速やかに桶川市学校給食費第３子以降無償化

事業に関する免除状況変更届（様式第３号）を教育長に提出しなければ

ならない。  

（決定の取消）  

第９条  教育長は、第７条前段の規定による免除の決定を受けた者が次の

各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、

当該免除に該当しなくなった期間に係る学校給食費に相当する額の返還

を求めることができる。  

(1) 免除対象児童生徒又は免除対象者に該当しなくなったとき。  

(2) 偽りその他不正の手段により免除の決定を受けたと認められるとき。  

２  教育長は、前項の規定により免除の決定を取り消したときは、桶川市

学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除取消決定通知書（様式第

４号）により、当該免除の決定を受けた者に通知するものとする。  

（その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定

める。  

附  則  

 この告示は、公示の日から施行し、令和７年度以後に係る学校給食費に

ついて適用する。  
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様式第１号（第６条関係）  

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除申請書  

 

年   月   日  

 

 桶川市教育委員会教育長  

 

住   所                

氏   名                

電話番号                

 

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除を受けたいので、

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業実施要綱第６条の規定により次の

とおり申請します。なお、この申請に当たり、「２  申立事項」に相違は

なく、「３  承諾事項」についても同意します。  
 

１  小中学校に在籍している児童生徒の状況  

出生順  児童生徒氏名  学校名  学年  

１人目   学校  年  

２人目   学校  年  

３人目   学校  年  

４人目   学校  年  

５人目   学校  年  

６人目   学校  年  

 ※  桶川市立小中学校に在籍していない児童生徒についても全て記入してください。  
 

２  申立事項  

(1) 申請者（保護者等）は、上記の児童生徒と生計を同じくしています。  

(2) 申請者（保護者等）は、国又は地方公共団体から学校給食費に係る

扶助を受けていません（就学援助制度など）。  

(3) 申請者（保護者等）は、桶川市の学校給食費に未納はありません。  
 

３  承諾事項  

  この申請の審査に当たり、世帯状況等を確認するため、桶川市教育委

員会が住民基本台帳情報を閲覧すること。  



- 5 - 

様式第２号（第７条関係）  

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除決定通知書  

 

第      号  

年   月   日  

 

           様  

 

桶川市教育委員会  

教育長         印  

 

     年   月   日付けで申請のありました桶川市学校給食費第３

子以降無償化事業に関する免除について、次のとおり決定したので、桶川

市学校給食費第３子以降無償化事業実施要綱第７条の規定により通知しま

す。  

決定区分  □免除します。  □免除しません。  

免除対象  

児童生徒氏名  

（学校名）  

 （桶川市立      学校）  

 （桶川市立      学校）  

 （桶川市立      学校）  

免除期間      年   月   日から     年   月   日まで  

決定理由  
 

 
 

＜教示＞  

(1) この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、桶川市教育委員会に対して審査請求をすることがで

きます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。）。  

(2) この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、桶川市を被告として（訴訟において桶川市を代表する者は桶川

市教育委員会となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、 (1)の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  
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様式第３号（第８条関係）  

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除状況変更届  

 

年   月   日  

 

 桶川市教育委員会教育長  

 

住   所                

氏   名                

電話番号                

 

世帯等の状況に変更があったので、桶川市学校給食費第３子以降無償化

事業実施要綱第８条の規定により、次のとおり届け出ます。  

 

１  世帯等の変更  

変  更  前   

変  更  後   

理    由   

 

２  その他変更が生じた内容  

変  更  前   

変  更  後   

理    由   
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様式第４号（第９条関係）  

桶川市学校給食費第３子以降無償化事業に関する免除取消決定通知書  

 

第      号  

年   月   日  

 

           様  

 

桶川市教育委員会  

教育長         印  

 

     年   月   日付けで決定しました桶川市学校給食費第３子以

降無償化事業に関する免除について、次の理由により免除の取消しを決定

したので、桶川市学校給食費第３子以降無償化事業実施要綱第９条第２項

の規定により通知します。  

免除取消対象  

児童生徒氏名  

（学校名）  

 （桶川市立      学校）  

 （桶川市立      学校）  

 （桶川市立      学校）  

変更後の  

免除期間  
    年   月   日から     年   月   日まで  

免除取消  

決定期間  
    年   月   日から     年   月   日まで  

免除取消理由  
 

 
 

〈教示〉  

(1) この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、桶川市教育委員会に対して審査請求をすることがで

きます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。）。  

(2) この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、桶川市を被告として（訴訟において桶川市を代表する者は桶川

市教育委員会となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、 (1)の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  
  


